
 

 

 

 

 

 

東近江市トンネル修繕計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 12 月策定 

        （令和７年 11 月更新） 

東近江市都市整備部道路課 

 

 











※1 ※2 設計実施時期に○、工事実施時期は着手年度に■を示しています。

優先順位および判定区分、附属物の取付状態は定期点検終了年度ごとに最新の点検結果に更新する。

他県管理期間

点検結果により、適宜、見直しを行います。
点検年度がH26以前の健全度の判定区分は、現在の要領に読み替えて判定しています。

交通量　◎：3000台以上/12ｈ
　　　　○：3000～1000台
　　　　△：1000台未満


